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◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
九
号

岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
処
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
処
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
処
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
規
則

第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
事
務
局
次
長
と
も
に
事
故
が
あ
る
」
を
「
次
長
と
も
に
不
在
の
」
に

「
局
長
が
指
定

、

す
る
職
員
」
を
「
総
括
参
事
又
は
総
括
副
参
事
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
第
三
号
中
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
を
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
事
務
局
次
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
参
事
」
を
「
総
括
参

事
」
に
改
め

「
受
け
」
の
下
に
「
、
班
の
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も
に
」
を
加
え

「
の
事
務
の
う

、

、

ち
特
定
」
を
削
り
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
受

け
」
の
下
に
「
、
事
務
局
の
事
務
の
う
ち
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を

第
五
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

総
括
副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
又
は
こ
れ
に
類
す
る
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も

に
、
事
務
局
の
重
要
事
項
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
導
、
連
絡
又
は
調
整
を
要
す
る
事
項
そ
の
他

専
門
事
項
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
中
「
、
事
務
局
次
長
、
参
事
、
副
参
事
、
主
幹
、
主
任
及
び
主
事
」
を
「
及
び
事
務
局
次
長

（
以
下
「
次
長
」
と
い
う

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

。
）

２

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
事
務
局
に
総
括
参
事
、
総
括
副
参
事
、
副
参
事
、
主
幹
、
主
任
又
は
主
事

を
置
く
。

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
組
織
）事

務
局
に
、
次
の
班
を
置
く
。

第
二
条総

務
調
整
班

審
査
班

平成２６年３月２８日　岡山県公報　号外



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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